
申込みの案内

令和 7年 6月 北区地元割当

都営住宅入居者の募集

単身者もしくは家族向け

抽せん :募集戸数 13戸
この募集は、北区民を対象に入居者を決めるためにおこなうものです。

なお、都営住宅の申込みには、一定の資格が必要です。資格のない方は申込みできません。

入居資格をお確かめのうえ、お間違いのないように申込み ください。

申込用紙

配布期間

令和 7年 6月 2日 (月 )から

令和 7年 6月 10日 (火)まで

申込期間

令和 7年 6月 2日 (月 )～ 6月 16日 (月 )

申込書は郵送又は持込みの方法で受け付けます。

ただし、以下の点にご注意ください。

【郵送】上記期間中に北区役所区営住宅受付担当に届いたものに限り受け付けます。

【持込】上記期間中 (平 日8:30～ 1 7iOO)に封をした状態で北区役所区営住宅受付担当内に

備える専用箱に入れてしヽただいたものに限り受け付けます。

申込方法

(1)入居資格をお確かめのうえ、申込地区を一つだけ選んでくださしヽ。

(2)申込書に跡要事項を記入してくださしヽ (記入例22ページ)

(3)申込書の所定の位置に85円切手2枚を貼つてください。切手lよ、抽せん番号・抽せん

結果をはがきで通知する際に使用します。切手を貼つていなしヽものや料金が不足してい

るものは、通知はがさを送付しません。

(4)申込書を折りたたみ、申込用封筒に申込書を入れてくださしヽ。

【郵送】110円切手を貼り郵送してくださしヽ。6月 16日 (月 )までに北区役所区営住宅受

付担当に届しヽた申込善に限り受け付けます。消印有効で|よありませんので、ご注意く

ださい。また、郵便料金不足のものは受け取りできません。

【持込】110円切子は貼らすに6月 16日 (月 )17時OO分までに北区役所区営住宅受付担

当内に備える専用箱に入れてください。

申込みに

あたって

のご注意

(1) 申込書は 1世帯につき 1通のみ有効です。 1世帯で 2通以上の申込善 (同 じ住宅、月」の

住宅への申込みを間わす)を送った場合、全て無効です。

①婚約者も同居親族と同じように、申込者と同一世帯の方として取り扱います。
②世帯の構成や人数を変えても、同一人の氏名を2通以上の申込書に記入したときは無

効です。

他の都営住宅募集で、すでに合格、登録されている方は原貝」として申込みできません。

申込書を郵送した後は、地区・区分・申込者 。同居親族の変更はできません。

証明書類 (源泉徴Ⅲ又票、住民票の写し、診断書、申立書など)を添付する町要lよありま

せん。抽選後、入居資格
~番

査のときに提出してしヽただきます。

以前都営住宅にお住まいであった方で、都営住宅使用料等に未納分のある方は、入居資

格
~番

査のときまでにお支払いいただきます。

(6)近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じています。区では洪水ハザー ドマッ

プをホームページ等でノ△ヽ開していますので、申込み前にご確認ください。

(7)申込みの代行業者は、東京都 。東京都住宅供給公社・北区とは全く関係ありません。

(2)
(3)
(4)

(5)

(1)



募集する住宅及び予定使用料

このパンフレッ トに同封されている申込書で取得 した

個人情報は、募集業務以外には利用しません。

なお、入居資格審査時に提出していただく書類等によ

り取得した個人情報は、都営住宅等入居後の都営住宅等

管理業務において利用させていただきますのでご了承願

います。

※単身者が申込み可能な住宅は地区番号 ¬701 1702 1703 1705で す。

※スーパーリフォーム
8召和40年代に建設した住宅の内部のリフォーム (間取りの変更、室内段差の解消、設備の改善)を行つた
ものです。居室内のみ段差を解消しており、玄関・浴窒・ トイレ等には夕夕少の段差があります。また、スー

パーリフォームを実施した年度を記勃しております。

※バリアフリー仕様
おおむね平成3年度以I鋒 に建設した浴槽・給湯器付きの住宅で、高齢者等が日常生活を支障なく営むことが
できるよう、室内の段差を解消した住宅です。また、ほとんどの住宅の浴室・玄関などに手すり等が設置さ
れてしヽます。このバリアフリー仕様住宅には、障害者 。高齢者以外の方も申込みできます。

申込

地区番号
住宅名(主な所在地)・ 交通機関

募集

戸数

間取り

専用面積(席 )

エレベーター
予定使用料

(円 )

入居

対象

建設

年度
備考

1701
神谷二丁 目
(北 区神谷2-43ほか)

」R京浜東北線・埼京線「赤羽

駅」下車徒歩15分

2戸
¬DK

32～ 34
有

19,400
t

41,500

1

i

2
人

平成 19

1

26

ハ
゛
リアフリー

仕様

1702

桐ケ丘一丁 目
(北 区桐ケ丘1-5ほか)

」R京浜東北線・埼京線「赤羽

駅」から国際興業バス「赤羽都

営住宅」下車徒歩10分ほか

2戸
lDK

32～ 37
有

19,100
1

43,200

司

i

2
人

平成 10

ぞ

令和元

ハ
゛
リアフリー

仕様

1703
浮間一丁 目
(北 区浮間1-1)

」R埼京線「北赤羽駅」下車徒

歩刊分

1 戸
lDK

34
有

20,800
1

40,800

1

t

2
人

平成24
ハ
｀
リアフリー

仕様

1705
神谷二丁 目第2
(北 区神谷3-13)

東京メトロ南北線「志茂駅」下

車徒歩8分

2戸
2DK

36～ 37
有

20,900
1

41,600

1

t

2
人

日召不日44

!

46

スーハ
°
一リフォ

ーム

(平成12～

15)

1706
神谷二丁 目
(北 区神谷2-43ほか)

」R京浜東北線・埼京線「赤羽

駅」下車徒歩15分

1戸
2K

37～ 40
有

22,500
t

48,500

2
人

以

上

平成 19

t

26

ハ
｀
リアフリー

仕様

1707
浮間一丁 目第2
(北 区浮間1-5ほか)

」R埼京線「北赤羽駅」下車徒

歩7分

1 戸
3DK

48～ 55
有

25,500
1

59 600

2
人

以

上

日召不日51

t

54

1708

赤羽北三丁 目
(北 区赤羽北3-10ほか)

」R京浜東北線・埼京線「赤羽

駅」から国際興業バス「本同ケ丘

高校」下車徒歩4分

1戸
3DK
51

有

27,100
1

54,700

2

人

以

上

日召不日52

1

56

1709

桐ケ丘一丁 目
(北 区桐ケ丘1-5ほか)

」R京浜東北線・埼京線「赤羽

駅」から国際興業バス「赤羽都

営住宅」下車徒歩10分ほか

2戸
2DK

52～ 56
有

31,000
1

66,400

2

人

以

上

平成 刊O

t

司4

ハ
゛
リアフリー

仕様

1710
王子本町三丁 目
(北 区王子本町 3-2ほ か )

」R京浜東北線「王子駅」下車

徒歩10分 ほか

1戸
2DK

4フ
有

28,900
1

57,600

3
人

以

上

平成22

1

27

ハ
｀
リアフリー

仕様

(4) (5)



親等理 (参考)

倍 系 直 系 l′方虫 系

→ 血族

→ 姻族

O数字 |よ親等数

東京都パートナーンツプ宣誓制度創設に伴う入居資格の拡大について

。東京都パートナーシップ宣誓制度が倉」設されたことに伴い、令不□4年 司1月以降の募集から親族のほズ〕`

「パートナーシップ関係にある方」も家族向の申込資格を有することになりました。

・「パートナーシップ関係にある方」とは、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現
を目指す条例第7条の2第 2頂の証明 (東京都パートナーシップ宣誓制度による証明)も しくは東京都
パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方′ム`共団体のパートナーシップに関
する制度による証明書を受けたパートナーシップ関係にある方」のことをいしヽます。

。この募集案内で「配偶者」「同居親族」「親族」と記勃のあるものは「パートナーシップ関係にある方」
も対象となります。また、「夫婦」と記勃のあるものは「パートナーシップ関係にある三者」も対象とな

ります。

・なお、入居資格蓄査のときに東京都等のパートナーシップに関する制度による証明の提出が財要です。

。この募集では、「パートナーシップ関係にある方」を「パートナー」と表記しています。

入居資格や所得計算の説明にある申込期間、年齢などの基準 日は下表のとおりです。

西暦 和暦 基準日

申込期間 2025年 令和 7年 6月 2日から 6月 16日 まで

在留実績 1年以上 2024年 令和 6年 6月 17日 以前から日本に在留している

区内|こ 3年以上居住 2022年 令和 4年 6月 17日 以前から北区に居住している

16歳以上、23歳未崩
2002年
2009年

平成14年

平成21年

6月 4日以降の生まれつら

6月 17日 以前の生茨れまで

18歳未満・未成年者 2007年 平成19年 6月 4日以降の生まれ

高 校 修 了期 ま での子 ど も

(18歳 に達する日以後の最初の

3月 31日 までの間 |こ ある者)

2007年 平成19年 4月 2日以降の生まれ

成年者 2007年 平成19年 6月 17日 以前の生まれ

20歳未肘 2005年 平成17年 6月 4日以降の生まれ

60歳以上 1965年 Bそ∃不□40空F 6月 17日 以前の生まれ

65歳未肘 1960年 B召和35年 6月 18日 以降の生まれ

65歳以上 1960年 昭和35年 6月 17日 以前の生該れ

70歳以上 1955年 B召不[130年 6月 17日 以前の生まれ

★民法改正に伴う申込贅格の変更について

民法の一部改正により令不□4年 4月 1日から、成年の年齢が18歳に31き下げられました。

これに伴い、令和4年 4月以降の募集から、18歳以上の方が申込奎格を有することになりました。

入居資格に関する基準ロー覧表

曽祖父母 曽祖父母

祖父母 祖父母

伯叔父母 父 母 酉E偶者父 母 伯叔父母

兄弟姉女末 西己偶者 酉己偶者兄弟姉女木

ケ男姪 子 西己偶者 子 配偶者甥 姪

孫 西己偶者 孫

曾 孫 配偶者 曾 孫

本 人

(6) (7)



申込みから入居まで

住宅についてのご注意

1。 はがき、書類等が送付されてこない場合

(1)「抽せん番号の通知はがきが送られてこない」
切手の貼り忘れや料金不足などの場合、通矢□はがきは送付しません。ただし、申込善に不備が
なければ、抽せんの対象とします。

(2)「抽せん結果の通知はがきが送られてこない」
申込地区番号を確認のうえ、令和7年 7月中旬以降にお問い合わせくださしヽ。

(3)「入居資格審査対象者となった後に何も送られてこない」
順次資格審査通知書を送ります。令和7年 7月 中旬を過ぎても届かない場合は、お間い合わせ
くださしヽ。

2.申込みをした後に、申込善に記入した住所から弓1越 した場合
(1)申込みから抽せん結果が届くまで

最寄りの郵便局に「転居届」を出して、抽せん番号・抽せん結果の通知はがさを受け取れるよ
うにしてください。

(2)抽せんの結果、入居資格審査対象者・補欠者となった方
費格審査通知書を受け取れるよう、下記のところへ、はがきで連絡してください。
間き間違い防止のため、電話でのご連絡は受け付けておりません。
〒114-8508
北区王子本田」¬一司5-22 北区役所まちづくり部住宅課内 区営住宅受付担当
※はがさへの記入事項
①令和7年 6月都営住宅 (地元害」当)募集 ②申込者名  ③申込地区番号
④抽せん番号 ⑤旧住所 ⑥新住所及び郵便番号 ⑦平日の日中に連絡がとれる電話番号

箋イ寸担当 電話 03-3908-1523

入居資格審査

対象者

(当 せん者 )

申込用紙配布期間

6月 2日 (月 )～

6月 10日 (火 )

6月 16日 (月 )ま でに北

区役所区営住宅受付担

当に届しlた ものに限 り

受付けます。

抽せん番号の

通知

6月 23日 (月 )に発送

する予定です。

公開抽せん

6月 27日 (金 )

午前 9時 30ノ刀＼ょり
北 と ぴ あ 701会 議 室

抽せん会への参加・不参加等は

当落に一切影響ありません。

抽せん玉の出た順に入居資格審

査対象者を決めます。

抽せん結果の

通知

6月 27日 (金 )北 区役所第二

庁舎 2階 区営住宅受付担当

入口に掲示 します。フ月ア日

(月 )各 区民事務所及び各地

域振興室に掲示します。

本人宛はア月 フ日 (月 )に 発

送する予定です。 落せん者

合格者

東京都へ提出する書類を

記入し、東京都住宅供給

公社都営住宅募集センタ
ーヘ送付しヽたします。

入居資格審査対象者には、審査に必要な書

類を北区役所区営住宅受付担当にお持ち

しlただき面接により審査しlた します。

入居資格審査

失格者

都営住宅等あっせん通知書およびご入居のご案内
使用許可日の約 1か月半前に発送

・使用許可日、入居予定住宅の号棟・部屋番号・住宅の下見期間等をあ矢[ら せします。

・入居手続きと住まい方等に関する説明資料の内容をよ<ご確認のうえ、必要書類を期日までにご返送ください。

・保証金として、住宅使用料の 20月分をあ支払いいただきます。
。入居にあたり以下の要件にあてはまる連絡先となる方 1召 (ま たは、 1法人)が必要です。

①日本国内に住所を有する成人の方で、使用者の入居する都営住宅に同居しない方

②日本国内に連絡のこれる拠点を常設している法人

・連絡先となった方にモ衣、緊急の際に連絡することがあるほつ、万一、使用者が使用料を滞納した場合には、滞納

の事実を告げ、連絡先となつた方を経由して使用者 |こ 使用料を請求する場合があります。(連絡先となつた方へ使

用料を請求することはありません)。

住宅の下見 l吏用許可日の約 1か月前
下見は、指定の下見期間中に 1回のみできます。 (平 日のみ)

入居手続き 使用許可日の約 2週間前
郵送で入居手続き書類を返送していただきます。

鍵の受 |サ取り 使用許可日の約 1週間前
入居手続き完了後、「住宅使用許可書」をあ送りし敲サので、

管轄の窓ロセンターにその許可書を持参し、住宅の鍵を受 |サ取つてください。

入居 使用許可日つら 15日 以内にB越しして<ださい。

こんなときは…

・申込地区であき家が発生し、入居の用意ができ決第、順番にあっせん通矢□を送付します。
棟・間取り・階数等の指定はでき茨せん。

・住宅の使用許可日 (入居)は令不□7年 12月～令和 8年 8月頃茨での予定です。
あき家の点検や補修等の都合により、令和 8年 9月以降 |こ なる場合もあり款す。

※補欠で待機いただ<方についてはこちらのヌケジュールとは異なる場合があります。

※この点線内の事務は、東京都住宅供給公社都営住宅募集センターで行います。

其益費等 :使用判のほかに其益費と自治会等への支払いが財要となります。

犬・猫等の飼育について :都営住宅では、犬・猫等の飼育はできません。ご了承ください。

(9)(8)



入居資格 (単身)
年齢等の基準日は、7ページ「入居資格に関する基準日一覧表」
でお確かめください。 4 所得が定められた基準内であること

年間所得金額が、 14ページの所得基準表の、所得金額の範囲内であること。

所得の計算方法は、 15～ 21ページでお確かめください。

申込期 F日]に、次の 1～ 6のすべてにあてはまることが懲要です。

1北区内に継続して3年以上居住していること
(1)北区内に継続して3年以上居住してしヽる成年者で、そのことが住民票の写しで証B月 できること。
(2)外国人につしヽては、中長期在蜜者で、(1)のほかに申込期間から審査日まで継続して在蜜資格を有しており、

そのことが住民票の写しで証B月できること。

2配偶者がいないこと、かつ単身で居住していること
圃居…他の法令の宍見定にかズ)｀わらず、同一住宅内に居住すること (住民票でせ帯分離している場合も含む。)をいいます。

(1)配偶者 (法律上の配偶者および内縁関係の方 (住民票の続柄が未届の夫または妻となってしヽる方 )、 婚約者、
パー トナーを含む。)がいなしヽこと。

(2)現に同居または別居のいすれの場合でも、配偶者を除いた申込みはできません。これには下記 (3)にあて
はまるんも含みます。なお、離婚の予定があり、同居してしヽる親族が酉己偶者だけの方は単身で申込みできま
すが、入居資格審査のときに離婚の成立を証日月できることが跡要です。

(3)同居してしヽる親族がしヽなしヽこと。ただし、次のしヽすれかにあてはまるときは申込みできます。
ア 圃居してしヽる親族全員が、申込後から入居資格審査までの間に、結婚し転出または違I扇地へ転勤もしくは

就職することにより、申込者が単身居住となること。なお、入居費格審査のときにそのことを証明できる
ことが隊要です。
※遠隔地とは、居住地から、通常のノム`共交通機関を利用して片道2時間以上かかる地上或をいいます。

イ 居住 している住宅の住戸専用面積が、下の入居資格基拳未満であること。

入居資格

基準表

居住人数 住戸専用面積 (壁心) 居住人数 住戸専用面積 (壁心) 壁芯とは、壁などの厚みの中心線より

算出した住戸専用面積で、一般的な算

出方法です。

また、住戸専用面積にはバルコニーは

含みません。

2人 30席 5人 57席
3人 40席 6人 665浦
4人 50席 7人 76ド

(1)住宅または土地の所有者 (共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含む。)でないこ

と。ただし、次のいずれア〕`にあてはまる方は申込みできます。

ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊

すラ定であること。

なお、入居資格審査のときに取り壊しの契約善等の提出、入居後 2か月以内に取り壊しを証明

する閉鎖事項証明書の提出が閉要です。

イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方 (滞納等本人

に帰責事由がある場合を除く。)。

なお、入居費格
~番

査のときに所有権移転を証明する登記事項証明善等の提出が閉要です。

(2)公的な住宅 (UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅 。ノム`営住宅等)の名義人でないこと。

ただし、次の資格要件にあてはまる方は申込みできます。

住 宅 【   分 資 格 要 件

∪
R
蜃
貸
住
宅

′ム`
社
住
宅

者呂
民
住
宅
等

ノ
ム
｀

営

イ主
宅

等

家 蜃 が 高 い
家賃 (其益費を除く。)の負担月額が、年間総収入額 (事業所得の場合、年間所得金

額を給与年収に換算する。)を月額に換算した額の20%以上であること。

∪R公 社の建替
現に居住する住宅の建替がすでに決定されていること。入居資格

~番
査のときにUR・

公社ア〕`らの証B月書等で証明できることが財要です。

高  齢  者 60歳以上であること。

サb身 障 害 者

次のいずれかにあてはまること。

ア 身体障害者手帳の交付を受けている¬級～4級の障害者

イ 重度または中度の矢目的障害者 (愛の手帳の場合 lよ総合判定で 司度～ 3度 )

ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている 1級・ 2級の障害者 (1章害年金等
の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)

工 戦傷病者手帳の交付を受けている思給法別表第 1号表ノ3の第 司款症以上の

障害者

生活保護または
中国残蜜邦人支
援 給 付 受 給 者

申込期間に、生濁保護または「中国残盟邦人等の円滑な帰国のl足進並びに永住帰□し

た中国残蜜邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受け

ていること。

通勤時間が長い

通勤時間が片道90分以上かかっており、都営住宅に入居することにより片道30分
以上短縮されること。ただし、身体障害者手帳の交付を受けている方は通勤時間が片

道60分以上え)｀かっていれば対象としまつ。

居室内の段差が

日常生活に著 し

しヽ支障をきたす

歩行障害が者
~し

い高齢者または障害者で、敷居、浴室、 トイレ等に段差があるため、

居室内の移動に介護者等をけ要としていること。

※申込みできる住宅は、エレベーターのあるスーパーリフォーム住宅およびバリアフ

リー仕様住宅のみです (5ページの備者欄でお確ダ〕`めください)。 なお、スーパー

リフォーム住宅は、居室内のみ段差を解消しており、玄関・浴室・ トイレ等には夕夕

少の段差があります。

※木造または簡易耐火構造のノム`営住宅、もしくは浴室のない公自住宅に入居している方は、上記の資格要件にあてはまらない場合で

も申込みできます。

5 住宅に困つていること
住宅や土地の所有者、公的住宅の名義人が

しlな しlこ と。

3次の資格要件のいずれかにあてはまること 諮硬璽盾量買摩畢雪督
分番号を

申込区分 番 号 姿 格 要 件

60歳以上 101 60歳以上であること。

身体障害者 1級～4級 023 身体I章害者手帳の交付を受けている¬級～4級の障害者であること。

単身精神障害者 103 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている¶級～ 3級の障害者 (I章害年金等の受
給に際し、障害の程度が同程度と判定されたんを含む。)であること。

単身矢目的障害者 104 知的I章害者で上記「単身精神障害者 (103)」 の精神I章害の程度に相当する程度 (愛
の手帳の場合は総合判定で 1度～4度)であること。

生活保護または中国残留

邦人支援給付受給者
026

円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中
邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けているこ

は「中国残 人

と

海外からのSI揚者 027 が厚生労働省の発行するSI揚証 9月書で証 B月できること。(区内居住が 3年未満でも
可)※海外え)｀ らの31揚者とは、昭和20年 (1945年)8月 15日 の終朝に伴つて、
やむをえない理由により日本に引き揚げた者等をいう

、 日 に31き揚 日から起算して5年を経過していないことらの引

ハンセン病療養所
入所者等

035 ハンセン病療養所入所者等で、そのことが□立ハンセン病療養所等の長等の証日月書
で証明できること。

単身DV被害者 105

被害者で、次のいずれかにあてはまること。
ア 酉B偶者暴力相談支援センターでの一時保護または婦人保護施設における保護が

終了した日から起算して5年以内
イ 配偶者等に対し裁判所から接近禁止命令または退去爺令が出されてから5年以

内

配偶者等 (婚夕固と同様の共同生酒 けたでいる 手 )ア〕`ら暴

6 暴力団員でないこと
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第六号に規定する暴力団員でないこと。

なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。

(10) (11)



入居資格 (家族)
年齢等の基準日は、7ページ「入居資布各に関する基準日一覧表」
でお確かめください。 4 住宅に困つていること 住宅や土地の所有者、′ム`89住宅の名義人がいないこと。

(1)申込者および同居親族に、住宅または土地の所有者 (共有持分がある方、借地上に住宅を所有し
ている方を含む。)がいないこと。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。

ア 著しく老朽イヒし、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊
す予定であること。なお、入居資格審査のときに取り壊しの契約善等、入居後 2か月以内に取
り壊しを証明する閲鎖事項証明書の提出があ要です。

イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方 (滞納等本人
に帰責事由がある場合を除く。)。 なお、入居資格審査のときに所有権移転を証明する登記事
項証明善等の提出が閉要です。

(2)申込者および同居親族に、公的な住宅 (UR賃貸住宅 。公社住宅・都民住宅・′ム`営住宅等)の電
義人がいないこと。ただし、次の資格要件にあてはまる方は申込みできます。

※木造または簡易耐火構造の公営住宅、もしくは浴室のない公自住宅に入居しているん lEk、 上記の姿格要件にあてはま
らない場合でも申込みできます。

住 宅 区   分 資 格 要 件

∪

R
賃
貸
仁
宅

公

社

イ主
宅

者日
民
住
宅

等

公

営

住
~七

等

家 賃 が 高 しヽ
家隻 (共益費を除く。)の負担月額が、世帯の年 F日日総収入額 (事業所得の場合、年間所得
金額を給与年収に換算する。)を月額に換算した額の20%以 上であること。

∪Rノム`社の建替
現に居住する住宅の建替がすでに決定されていること。入居奎格審査のときに∪R。 公

社ア)｀ らの証日月書等で証日月できることが跡要です。

ひ と り 親 世 帯

(父子・母子ヒ廿帯)

申込者が配偶者 (法律上の配偶者のほア)｀ 内縁関係の方 (住民票の続柄が未届の夫または

妻となつてしヽる方 )、 婚約者、パー トナーを含む。)のいないんであり、かつ同居親族全

員が20歳未満の申込者の子であること。

高 齢 者 世 帯

申込者が60歳以上であり、同居親族全員が次のいすれかにあてはまること。
ア 配偶者 (法律上の配偶者のほか内ク

F尿 関係の方 (住民票の続柄が未届の夫または妻と

なつている方 )、 婚約者、パー トナーを含む。)

イ おおむね60歳以上の方 (申込期間に57歳以上のん)

ウ ¶8歳未満の児童

lb身障害者世帯

申込者またlEk同居親族が、次のいずれかにあてはまること。
ア 身体障害者手帳の交付を受けている¬級～4級の障害者
イ 重度または中度の知801章害者 (愛の手帳の場合は総合判定で ¶度～ 3度 )

ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている¶級 。2級のI草害者 (障害年金等の受
給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)

工 戟傷病者手帳の交付を受けている思給法別表第 司号表ノ3の第 1款症以上の障害者

多 子 世 帯
同居親族に18歳未活の児童が 3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できる
こと。

生適保護または
中国残蜜邦人支
援給付受給世帯

申込期間に、生活保護またlよ「中国残蜜邦人等の円滑な帰国のl足進並びに永住帰□した
中国残蜜邦人等及び特定圏E偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けてい
る世帯であること。

住 宅 が 狭 い

お住ましヽの住宅の住戸専用面積が下の入居奎格基準未満であること。

入居資格

基準表

居住
人数

住戸専用面積
(壁心)

居住
人数

住戸専用面積
(壁心)

壁心とは、壁などの厚みの中
心線より算出した住戸専用面
積で、一般的な算出方法です。
また、住戸専用面積にはバル
コニーは含みません。

2人 30席 5人 57席
3人 40席 6人 665席
4人 50席 7人 76席

通勤時間が長しヽ
通勤時間が片適90分以上かかっており、都営住宅に入居することにより片道30分以上
短縮されること。ただし、身体障害者手帳の交付を受けている方lよ通勤時間が片道60
分以上え)｀ア〕`っていれば支」象とします。

居室内の段差が
日常生活に著 し
い支障をきたす

歩行I章害が著しい高齢者またlよ障害者で、敷居、浴室、 トイレ等に段差があるため、居
室内の移動に介護者等を嚇要としていること。

※申込みできる住宅は、エレベーターのあるスーパーリフォーム住宅およびバリアフリ
ー仕様住宅のみです (5ペ ージの備老欄でお確かめくださしヽ)。 なお、スーパニリフォ
ーム住宅は、居室内のみ段差を解消しており、玄関・浴室・ トイレ等には多少の段差
があります。

1 申込者が北区内に居住していること
申込者・・申込書の申込者欄に記入する方です。この方が、都営住宅使用許可後の名義人です。

(1)申込者が北区内に居住する成年者で、そのことが住民票の写しで証明できること。ただし、成年
者には、 18歳未満の既婚者および入居手続きのときまでに婚姻できる婚姻予定者を含みます。ま
た、未成年者との婚約による申込みは、入居資格審査のときに、未成年者の法定代理人 (親)の同
意善の提出が財要です。

(2)外国人については、中長期在雷者で、(‖ )のほかに申込期間から審査日まで継続して次のいずれ
かの在雷資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
ア「永住者 (特別永住者を含む。)およびその配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「定住者」
イ ア以外の在冨資格の場合は、申込期間において、在留実績が継続して1年以上あること。

申込期間に、次の¬～5のすべてにあてはまることが財要です。
令和4年 11月の募集からパートナーシップ関係にある方も家族庖の入居資格を有することになりました。
詳しくは6ページをご覧ください。

l

l

‖
}

2 同居親族がいること
同居親族・・申込者と一緒に都自住宅に入居する親族です。これにはパートナーを含みます
同  居・・他の法令の規定にかかわらず、同一住宅内に居住すること (住民票で世帯

/刀`
離している場合も含む)をいいます。

(1)申込期間に同居している親族との申込みが原則です。結婚、転勤、就耳言i、 独立等の理由がなく、現
に同居している親族を除いた申込みはできません。

(2)(1)の ほか、次の方は申し込みができまつ。
ア 入居手続きのときまでに婚タロできる婚約者。
イ 内縁関係の方との申込みは、法律上の配偶者がしヽなしヽこと、かつ入居費格審査のときに続柄

欄が「末届けの妻 (夫)」 と言E載されている住民票を提出できること。
ウ パー トナーシップ関係の相手方との申込みは、入居資格審査のときにパー トナーシップ受理

証明善等で確認できること、かつ、法律上の配偶者がいないこと。

(3)堀在、別に住んでしヽる方との申込みは、次のしヽすれかにあてはまること。
ア (2)に該当する方。
イ 申込期間に、申込者と税法上の扶養関係にある方。
ウ 単身で居住している方または誰からも扶養されていない方で、 2親等内の直系血族または2

親等内の直系姻族であること。血族、タロ族であっても兄弟姉妹との合併はできません。ただ
し、入居しようとする世帯が13ページの高齢者世帯または,断身障害者世帯にあてはまる場合
は、 3親等内の血族または姻族とします。

※2親等内の直系血族・姻族…申込者または配偶者の父母、祖父母、子、孫、申込者の子および
孫の配褐者 (6ページ親等図の黒丸数字の範囲)

3親 等内の血族・ 姻族 …上記に加え、申込者もしくは配偶者の曽祖父母、伯叔父母、兄弟
姉妹、甥姪、曾孫または申込者の伯叔父母、兄弟姉妹、甥姪、曾
孫の配偶者 (6ページ親等図のすべての範囲)

(4)タト国人の同居親族については、全員が中長期在雷者で、上記(1)～ (3)のほかに申込期間から審
査日まで継続 して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。

(5)上記 (1)～ (4)にあてはまる場合でも現に同居または別居のいずれア)｀ を間わず、申込者およ
び同居親族が配偶者と別居する申込みはできません。
なお、離婚のラ定がある方は配偶者を除いて申し込みできますが、入居費格塞査のときに離婚の
成立を証明できることが閉要です。

※申込書を郵送した後は、申込者、同居親族の変更はできません。ただし、出生または死亡の場合を除
きます。申込みのときに妊娠中の方がいるときは、申込期間に生まれていない子を同居親族として申
込書に記入することはできませんが、出生後は都営住宅に入居できます。

3 所得が定められた基準内であること

申込者および同居親族の年間所得の合計が、¬4ページの所得基準表の家族人数に廠じた所得金額の範囲
内であること。→15～ 21ページを参者にして、世帯の所得をお確かめくださしヽ。

5 暴力団員でないこと

申込者および同居親族が「暴力団員による不当な行為の日方止等に関する法律」第2条第六号に規定する
暴力団員でないこと。なお、暴力団員であるア〕`否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。

(12) (13)



所得基準 所得基準 確認の手順
世帯の所得金額が家族人数に応じた基準の鞄囲内であることが閉要です。

次ページの手順にしたがって、世帯の所得金額および家族人数を計算し、次の所得基準表にあてはま

るかお確かめくださしヽ。

0所得基準表

家族人数
所得区分 (*)

般 区 分 特 別 区 分

1人 O円 ～ 1,896,OOO円 O円 ～ 2,568,OOO円

2人 O円 ～ 2,276,OOO円 O円 ～ 2,948,OOO円

3人 O円 ～ 2,656,OOO円 O円 ～ 3,328,OOO円

4人 O円 ～ 3,036,OOO円 O円 ～ 3,708,OOO円

5人 O円 ～ 3,416,OOO円 O円 ～ 4,088,OOO円

6人 O円 ～ 3,796,OOO円 O円 ～ 4,468,OOO円

*所得区分について

一般区分の額は、下の要件のいずれにもあてはまらない世帯に適用します。

特別区分の額は、下の要件のいすれかにあてはまる世帯に適用します。

●年齢の基準日は、7ページ「入居資格に関する基準日一覧表」でお確ズ〕`めください。

所得金額が所得基準表にあて lよ まることが嚇要です。

以下の手順にしたがつて、世帯の所得金額および家族人数を計算 し、所得基準表の範囲内かお

確ズ〕`めください。

申込者および同居親族の合計所得が

前ページの所得基準を超える場合
申込者および同居親族の合計所得が

前ページの所得基準の範囲内の場合

↓
家族人数が7人以上

の場合は、 1人増え

るごとに 38万円を

加算してください。

これ以上の計算は不要です。

所得金額計算上の注意

●計算の対象としないもの

次にあてはまる斗又入については所得金額をO円とします。
・遺族年金、障害年金

・仕送り、失業給付金、力災保険の各種給付金、生活扶助料、支援給付金等の非課税所得
・退職金等の一時的な所得

02種類以上の収入がある場合

ひとりで 2種類以上の収入を得ているとき (給与と年金、給与と事業所得など)は、それぞれ
の所得金額を計算してから合計します。

令和5年 4月ズ〕`ら、審査書類の軽減等、審査の合理化を図るため、原則として「前年の所得」により所得金額

を認定します (入居資格審査時には住民税課税証明善により確認します)。 ただし、退職等により、「現在の所

得」が減少している方については、「現在の所得」により認定を行います (入居資格蓄査時には、退耳音i等の事

実や現在の所得を確認できる書類の提出が懲要です)。 詳しくは16ページ上段をご確認ください。

申込者および同居親族ひとりすつの収入の種類を確認し、所得を計算する。
…16～ 19ページ

計算した所得金額を21ページ1の表①に記入してください。

特別控除金額を確認 し、

合計額を計算する。 …20ペ ージ

計算した控除金額を21ページ1の表②に

記入してくださしヽ。

世帯の所得金額を算出する。
計算結果 世帯の所得金額

21ページ
円

家族人数を計算する。
計算結果 家族人数

21ページ
人

所得基準表で入居資格にあてはまるか確認する。 … 14ペ ージ

※所得基準を超える場合は申込みできません。

(¬ ),と`」lttI章害者を含む世帯

申込者または同居親族に次のいずれかにあてはまる者がいること。

ア 身体障害者手帳の交付を受けている 1級～4級の障害者

イ 重度または中度の知的障害者 (愛の手帳の場合は総合判定で 1度～ 3度 )

ウ 精神I章害者保健福祉手帳の交付を受けている 1級・ 2級の障害者 (障害年金等の受給に際

し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)

工 勃傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第¶号表ノ3の第 1款症以上の障害者

(2)60歳以上の世帯

申込者が60歳以上であり、かつ同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。

ア 60歳以上

イ 18歳未満の児童

(3)高校修了期までの子どもがいる世帯

同居親族に18歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間にある者がいること。

(4)原子文暴弾被k暴者を含む世帯

申込者または同居親族に厚生ガl動大臣の認定書 (被文暴者健康手帳ではありません。)の交付を

受けている原子k暴弾被k暴者がいること (過去に交付を受けていた方を含む)。

(5)海外からの31揚者を含む世帯

申込者または同居親族に海外からの弓1揚者がいて、日本に引き揚げた日から起算して 5年を

経過していないことが厚生労働省の発行する∃1揚証明書で証明できること。

※海外からのヨ1揚者とは、 B召和20年 (1945年)8月 15日 の終軸に伴つて、やむをえなしヽ

理由により日本に31き揚げた者等をいう。

(6)ハンセン病療養所入所者等を含む世帯

申込者または同居親族にハンセン病療養所入所者等がいて、そのことが□立ハンセン病療養

所等の長等の証日月書で証日月できること。

(14) (15)



申込者および同居親族ひとりずつの所得計算
都営住宅の入居資格の有無は、原則として申込期間の「前年の所得」により判断 しますが、前年から現

在までの間に退職・ 廃業 した仕事があり現在の所得が減少 している方については「槻在 (申込期間)の
所得」によることができます。

以下の手順にしたがって、申込者および同居親族ひとりすつ、「前年の所得」と「現在の所得」のどちらによ

るか、お確かめください。

な い ある

減少 していない 減少 している

2 前年の事業等所径を計算する

事業所得、不」子所得、配当所得、不動産所得、雑所得などの所得が計算

の対象です。

●昨年分の所得税の確定申告の控えなどで所得金額を確認 してくださ

い。⑫から①を差し3いた額が所得金額です。

●確定申告していない場合は19ページの表を利用してB乍年 1月から

¬2月 までの所得を計算してください。入居資格審査のときには確定

申告してしヽることが豚要です。

※申込者や同居親族に事業専従者がいる場合は、それぞれの専従者給

与額を¶8ページの給与所得の計算式にあてはめて、「都自住宅の

所得金額」に換算してください。

3 前年の年金所得を計算する

厚生年金、老齢年金、共済年金、年金基金などの年金収入

が計算の対象です。

遺族年金、障害年金は計算の対象タトです。受け取つていて

も所得はO円とします。

※個人年金は税法上雑所得であり、年金所得ではありま

せん。確定申告の際に申告した金額を事業等所得の計算

に加算してくださしヽ。

B乍年の「公的年金の源泉徴収票」などで年金の支払額を確

認してください。この額は「年金収入」です。この額と年

齢を¶9ページ 【年金収入から年金所得を計算する】の表

にあてはめて「都営住宅の所得金額」に換算してください。

今稗6年分  公約午金得の源泉徴収

文V、を登 Iす る者

f策所Xlよ 牽,,鶉

午

＝lt  名

lf分 文 撤
′r 観

所得税法第203条 の3第 1号 第4号と

'¬

分
f lll

所得税法第203条 の3第 2号 第5号道 ,弔 分

所得税法第209条 の3第 3号 第6号道用分

所得税法第203条 の3第 7号適用分

本 人

子予ケと と人 そげ,他譲Ⅲ学 1誓齢
=輔

才 え
級 と入

国民年金・ F掌 生年金保lJ史    年金決定通知符 。支締額変更遜知ギ子

このたび 年金を決定また1■ 年壼顔を賞受しよした0(「 通如します.(決定 変更理由第1と 襲ぬでご機盟ください )

年 後

日
あなたにお支払いする年金機は、
差の大ツク内の命額になります.

・昨年 1月から12月 の間に得ていた全ての給与収入が計算の文」象です。現在すでに退職している仕事があつても、それも含め

て確認してください。

・税法上の所得金額から100,OOO円 を控除し「都営住宅の所得金額」を計算してください。

(1)1枚の源泉徴収票に、前年の全ての収入が記載してある場合

② 給与所得控除後の金額の欄に記入されている額が税法上の所

得金額です。この額から¶OO,OOO円差 しSいた額が「都営住

宅の所得金額」です。

(2)2枚以上の源泉徴収票がある場合

全ての源泉徴収の⑦ 支払金額の合計額を18ページ2の表の「1叉

入額」にあてはめて「都営住宅の所得金額」に換算してください。

(3)源泉徴収票がない場合

司8ページ 【給与収入え)｀ ら給与所得を計算する】の手順にしたが

つて「都営住宅の所得金額」を計算してください。

「現在の所得」を計算する
Ⅲ又入の種類 (給与・事業等・年金)に応じて、それぞれの所得計
算方法をお確かめください。

1 前年の給与所得を計算する

前年の途中から現在までの間に就職し、硯在も継続している仕事のⅢ叉入をもとにして、所得を計算します。

¶8ページ 【給与1叉入から給与所得を計算する】の手順にしたがって、「都営住宅の所得金額」を計算してください。

なお、前年ダ〕`ら現在までの間に退職した仕事については、所得金額をO円とします。

2 現在の事業等所得を計算する

¶9ページの表を利用して、¶2え )｀月分の所得を計算してください。

すでに廃業した事業についてlEk所得金額を0円とします。

3 現在の年金所得を計算する

前年の途中から現在までの間に新たに受け取り始めた (または支給金額に変更があつた)厚生年金、老齢年金、異済年金、年金

基金などの年金収入が計算の対象です。

遺族年金、障害年金は計算の対象外です。受け取つて

いても所得は0円とします。

※個人年金は税法上雑所得であり、年金所得ではあ

りません。確定申告の際に申告した金額を事業等

所得の計算に加算してくださしヽ。

年金証書や年金決定額通知書、支給額変更通矢日書など

で年金額をお確ズ)｀めください。この額は「年金収入」

です。この「年金Ⅲ又入」と年齢を19ペ ージ 【年金収

入から年金所得を計算する】の表にあてはめて「都営

住宅の所得金額」に換算してください。

「前年の所得」を計算する
収入の種類 (給与・事業等・年金)に廠じて、それぞれの所得計
算方法をお確かめください。
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寺Ql.昨 年 1月 1日か ら現在までの間に退職・ 廃業 した仕事があ りますか ?
※「結婚するため」または「現在妊娠中で出産をするため」のいずれかの理由により、令禾□7年 4月末までに退職すること

が申込期間に確定してしヽる場合または病気等で休日音イのため申込期間現在まで斗叉入がなく資椿審査日までに退職する見込
みがある場合は、退職した仕事「ある」に進んでください。ただし、退職後、無職・無収入となり、そのことを入居資
格審査のときに証明できることが閉要です。

Q2.退 職・ 廃業する前 と現在を比べると、収入は減少 していますか ?
※退職・廃業した後に、再就職や年金受給の開始などにより新たな収入がある場合は、その中又入
を12か月分に推定した金額を含めてしヒ較してください。ただし、年金のうち遺族年金と障害年
金は計算の対象タトのため、O円としてください。

前年              現在

例l A社で仕事  → 退職  →  再就職B社   ⇒  A社とB社のオ又入を比較する

例2 自営業    → 廃業  → 年金受給開始  ⇒ 事業所得と年金を比較する

例3 C社で仕夢  →  退職  →  無職 。無収入  ⇒ 玩在収入がないため計算は不要です

「前年の所得」を計算する
。このページから次ページ中ほどまでの計算

方法により、所得を計算してください。
。所得計算は、中又入のあるんひとりひと

り別ノマに行ってください。
・計算した結果を21ページ1の表①に

記入してください。

「現在の所得」を計算する
。次ページ 【「現在の所得」を計算する】へすすみ、
所得を計算してください。
ただし、賜在得ている岸叉入の中に、前年 1月 1日 以
前から継続しているものがある場合は、その収入に
限り「前年の所得」を計算してください。

・ 所得計算は、収入のある方ひとりひとり別ノマ

に行つてください。
・計算した結果を 21ページ1の表①に記入し

てください。

1 前年の給与所得を計算する

(16) (17)



①l動いた年月 ②給七〕(諸手当を含む) ③賞与

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

か月(A)合計 円 (B) 円(C)

1 はじめに を

給与収入から給与所得を計算する

る

【だと】
・給与 (諸手当を含む)と lよ

基本給のほか家族手当、住宅手当などの諸手当

を含んだ額を言E入 してください。ただし、課禾党

文」象外の交通費、定期代などの収入は除いてく

ださしヽ。

・仕事先が 2か所以上ある場合

それぞれの収入額を計算し、合計してください。

計算上の注意 (「前年の所得」を計算する

場合 )

昨年の 1月 から12月 までの実際の中叉入を合計し

てください。

給与計 (B)と賞与計 (C)の合計が収入額です。

2 次に、上記で計算 した収入を「都営住宅の 」に換算する

0「都営住宅の所得金額」は計算によリマイナスになる場合はO円としてください。

計算した「都営住宅の所得金額」を21ページ1の表①年F日]所得金額欄に記入してください。

事業等所得を計算する

【注】
・月別に、中叉入ア)｀ ら嚇要経費を差し引いて所得金

額を計算してください。

計算した所得金額を21ページ1の表①年間所得金額ホlttlに記入してください。

年金収入から年金所得を計算する

公的年金の源泉徴収票や「年金決定通知善 。支給額変更通知善」などで確認した年金の額を下表の「年金収入

額」の欄にあてはめて、「都営住宅の所得金額」に換算してください。
年金を受け取つている方が2人以上いる場合は、ひとりひとり、個別に換算してください。

本人の年齢 年金収入額 税法上の所得金額 都営住宅の所得金額

65歳以上

1,100,OOO円 まで O円 O円

1,100,OO¶ 円-3,299,999円 年金収入額一封,¶ OO,OOO円
税法上の所得金額

-100,OOO円3,300,OOO円 -4,099,999円 年金収入額×075-275,OOO円

65歳未満

600,OOO円まで O円 O円

600,O01円―¬,299,999円 年金斗叉入額-600,OOO円
税法上の所得金額
-100,OOO円

¶,300,OOO円 -4,099,999円 年金1叉入額×075-275,OOO円

0年齢の基準日は、7ページ「入居資格に関する基準日一覧表」でお確かめください。

●「都営住宅の所得金額」は、計算によリマイナスになる場合は、O円 としてください。

●年金収入額が4,‖ OO,OOO円以上の場合は、北区営住宅受付担当へお問い合わせください。

計算した「都営住宅の所得金額」を21ページ1の表①年F日日所得金額ホlttlに記入してください。

①営業した年月
②

昨又 入 一 魅要経費 = 所得金額

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

年    月

合計    か月 (A) 所得金額計 円(B)

計算上の注意 (「前年の所得」を計算する

場合 )

昨年の 司月から12月 までの実際の所得金額を計

算してください。

収入合計から跡要経費合計を差 しSIい た額が所

得金額です。

計算上の注意 (現在の所得」を計算する場合 )

月の途中から仕事オa始めた場合、その月は「鋤いた年月」に含めなしで ください。

●l動 いた月数 (A)が 12ズ〕`月ある場合は、給与計 (B)と賞与計 (C)の合計が収入額です。

給与計(B)  円 十 賞与計(C)  円 ll又 入 円

●l動 いた月数 (A)が¬2か月なしヽ場合は平均月額を¶2倍 して見込みの収入額を計算します。

給与計(B)  円 月数(A)  か月 ×12+ 賞与計(C)  円 収 入 円

※申し込みの時点で、まだ 1ズ〕`月分の給与が支払われてしヽ懸いとき|よ、毎月断す支払われる固定的給料を司2倍 して、司2
ア〕`月分の見込み額を計算してください。

計算上の注意 (現在の所得」を計算する場合 )

0申込みする月の前月からさズ)｀のぼつて、¶2か月分の所得金額を計算してください。

●現在の事業を始めたのが最近で、営業した月数が¶2か月ないときは、所得金額の平均月額を12倍 して、¶2か月分の所
得見込み額を計算してください。

所得金額計 (B) 円 月数 (A) か 月 ×12+ コ2か月分の所得金額 円

司2ダ〕`月分の収入額 税法上の所得金額 都営住宅の所得金額

551,OOO円未満 O円 O円

55¶ ,OOO円 以上

1,619,OOO円 未満
¬2ズ〕`月分の収入額-550,OOO円 税法上の所得金額

-100,OOO円
1,6¶ 9,OOO円 以上

1,620,OOO円 未満
1,069,OOO円 969,OOO円

1,620,OOO円 以上

1,622,OOO円 未満
司,070,OOO円 970,OOO円

¶,622,OOO円 以上

1,624,OOO円 未満
1,072,OOO円 972,OOO円

司,624,OOO円 以上

1,628,OOO円 未満
1,074,OOO円 974,OOO円

1,628,OOO円 以上

1,804,OOO円 未満
B×24+100,OOO円

1,804,OOO円 以上

3,604,OOO円飛 苗
B× 28-80,OOO円

3,604,OOO円以上

6,600,OOO円未満

0次のとおり、12か月分の収入額を端数整理

します。

¬2か月分の収入額

→Aの 1,OOO円未満を切り捨てた額=B
→ Bを右の計算式にあてはめてください。

■ 4=A

B× 32-440,OOO円

6,600,OOO円以上

8,500,OOO円未満
12か月分の中叉入額×09-1,100,OOO円

税法上の所得金額

一」OO,OOO円
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特別控除 世帯の所得金額 。家族人数

申込者および同居親族に所得がある場合で、次の「特別控除を受けられる方」にあて lE矢まる

方がいるときは、所得金額ダ〕`ら特別控除額を差 しSIく ことができます。

1 申込者および圃居親族の合計所得金額ズ〕`ら差 しStく もの

申込者、同居親族、遠I高地扶養者に、次の「特別控除を受けられる方」にあてはまる方がいるか、お確か

めください。

●年齢の基準日は、7ページ「入居資格に関する基準日一覧表」でお確かめください。

2 特別控除を受け られる方 に所得があるとき、そのんの所得金額か ら差 し引 くもの

申込者または同居親族に次の「特月」控除を受けられる方」にあてはまる方がしヽるか、お確かめくださしヽ。

.ノ△ヽ営住宅法施行令の改正により、令和 3年 7月 1日から、従前の「寡婦 (寡夫)控除」の規定を「寡婦控除」と

「ひとり親控除」に改めました。
。「⑥ひとり親控除」に該当する方lよ、「⑤寡婦控除」の適用はありません。
。年間所得金額が500万円を超える方|よ、「⑤寡婦控除」や「⑥ひとり親控除」を受けることはできません。
。「婚姻をしてしヽなしヽ」とlよ、法律上の西訓島者がしヽなしヽ場合のほか、内イヽ我関係の方や婚約者がしヽない場合をいしヽます。
。「生計を―にする子」lよ、他の方の控除対象配偶者また|よ扶養親族でなしヽこと、および年間所得金額が48万円以
下であることが懲要です。

あてはまる控除金額の合計額を21ページ1の表②特別控除の欄に記入してください。

1 世帯の所得金額を計算する

下の表を不」用して、世帯の所得金額を計算してください。
所得がある方

の名前
①年F日]所得金額

マイナスになる場合はO円 と記入

円

円

円

円

年間所得

金額合計

(A)
円

(A)
16～ 19ペ ージで計第した一人ひとりの

所得金額を①年間所得金額欄に記入し、合

計してください。
※ひとりで2種類以上の所得がある場合

(給与と年金、給与と事業所得など)は、

それぞれの所得金額の合計額を記入して

ください。

(B)
20ページで計算した特別控除の

合計金額を②特別控除欄に記入

し、合計してくださしヽ。

※寡婦・ひとり親控除額 lよ、あてlよ

まる方の所得が特別控除金額よ

りも少なしヽときlよ、その所得金

額の同額が控除額となります。

(例 )

所得金額が¶0万円の方の控除額

=10万円

世帯の所得金額

差弓1所得金額

(A)― (B)

円

(A)― (B)
年間所得金額合計

(A)ん ら`特別控

除金額合計 (B)
を差し弓|し たヽ金額

が「世帯の所得金

額」です。

2 家族人数を計算する

①申込者

[1人 ]

①

申込者とlよ、申込

善の申込者欄に記

入する方です。こ
の方が使用許可後
の名義人です。

②同居親族数

[     人]

③遠隔地扶養者数

[     人]

家族人数

[ 人 ]

所得基準表の家族人数には、

この人数をあてはめます。

③
遠I馬地扶養者とは、申込者または同居

親族の所得税法上の扶養親族で、都営

住宅に入居しない方をしヽいます。例え

ば、離れて住んでしヽる親を扶養してしヽ

る場合などです。会社や税務署に「扶

養親族の申告」をしており、入居資格

審査のときに課税証B月書で確認でき

ることがあ要です。

十

②

同居親族とは、申込者と一緒に都営住宅

に入居する親族です。

妊娠中の方がしヽる場合、申込期間に生ま

れていなしヽ子lよ同居親族数に含めること

lよできませんが、出生後は都営住宅に入

居できます。

上記で算出した「世帯の所得金額」と「家族人数」を14ページの所得基準表にあてはめて

ください。

所得基準の範囲内であることが財要です。

控除の種類
特別樫除
ζ】    客買

特 別 控 除 を 受 け ら れ る 方 備 者

①
老人扶貢
控  除

1人につさ
10万円

所得税法上の扶養対象親族で70歳以上のん

④ の 特 別 [章

害 者 控 除 を

受ける方は、

③の障害者

控除をあわ
せ て 受 け る

こ と は で き

ません。

②
特定扶養
控  除

1人につさ
25万円

所得税法上の扶養対象親族 (配偶者を除く。)で¶6歳以上23歳未満の方

③
障害者
控 除

1人につき
27万円

¬ 愛の手帳等の交付を受けている方で 3度・ 4度の方
2 精神I章害者保健福祉手帳の交付を受けているんで 2級・ 3級の方

(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と半」定された方を含む。)

3 身体障害者手帳の交付を受けている方で 3級～ 6級の方

4 戦傷病者手帳の交付を受けている方で第4頂症～第 2目症の方
5 65歳以上の方で 1・ 3と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定

を受けてしヽるん

④

特 月U

障害者
控 除

1人につき
40万円

¬ 愛の手帳等の交付を受けている方で 1度 。2度の方
2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているんで ¬級の方

(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)

3 身体障害者手帳の交付を受けている方で 1級 。2級の方

4 戟傷病者手印長の交付を受けているんで特別頂症～第 3頂症の方
5 精神上のI章害により事理を弁識する能力を欠くアj

6 原子爆弾被1暴者で、厚生労lttl大 臣の認定善の交付を受けてしヽる方
7 常に就床を要し、複雑な介護を要するん
8 65歳以上の方で ¶・ 3と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定

を受けているデj

②特別控除

老人扶養・特定扶養、

(特別)障害者控除

計 円

寡婦・ひとり親控除 ※

言十 円

特別控除

金額合計

(B)
円

控除の種類
特別控除

金 額
特 別 控 除 を 受 け ら れ る 方 備 者

⑤ 寡婦控除 27万円

夫と離婚した後婚姻をしていない方で次の①および②の両方に当てはまるアj

①年間所得金額が500万円以下のん
②扶養親族を有する方 特別控除を受け

られるアjの 所得
が特局U控除金額

よりも少ないと

さは、その所得

金額と同額のみ

差し3きます。

夫と死尾」した後婚コロをしてしヽなしヽん、または夫の生死がB月 らア〕`でない方で、

年間所得金額施 OO万円以下のん (「扶養親族または生計を―にする子」のい

ない方もあてlこ衣まります。)

⑥
ひとり親

控  除
35万円

現に婚姻をしてない方または酉B偶者の生死が明らア〕`でない方で、次の①およ
び②の両方に当てはまる方
①年間所得金額が500万円以下の方
②生計を―にする子を有するん
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都営住宅年間募集予定
(1)家族向・単身者向 年4固定期募集

(2)毎月募集 (抽せん方式)

毎月中旬頃に募集します。詳しくlよ
ノム`社ホームページでお確ア0｀めください。オンラインでもお申込みいただけます。

(3)〔家族向〕随時募集 (先着順方式…オンラインでお申込みいただけます。)
定期募集 (年 4回)および毎月募集で申込みのなかった住宅の一部です。詳しくは公社ホームページでお確かめください。入
居姿格審査が順調に進んだ場合、最短で申込みズ〕`ら3ア〕`月程度で入居できます。

※インターネットのご不」用ができない方lよ、電話でお申込みください。随日寺募集専用ダイヤル ……03-5467-9266

―――…お間い合わせ先

0東京都住宅供給公社 都営住宅募集センター

募集期間中の専用ダイヤル…………………………………………………………………………勁 i0570-OHO-810
ナビダイヤルがご利用できなしヽ方、携帯電話の無料通話分や
割ヨ|サービスをご利用の方lよ こちら………………………………………………………………・奮03-5467-9269
募集期間以外lよ ころら…………………………………………………………………………………ao3-3498-8894

〔冒暑媛は言999夕買ぽ蓄鷲慾Υ褪冒惇
てご質問の FAX 03-3409-4527

〕
0テ レホンサービス………………………………………………………………………………………,ao3-6418-5571

ndex.html

https://wvvw.juutakuseisaku.metro.tokyo.ig.jp/toei_oniine/index.htrYli  回

(1)都民住宅 (都営住宅の所得基準を超える方は、次の申込みをご検討ください。)

都営住宅・都民住宅募集の概要を音声アナウンスでご案内してしヽます。
プッシュ音の出なしヽ電話機からlよ ご利用になれませんのでご注意くださしヽ。

0東京都住宅供給公社ホームページ

https://、Alヽ/VW.tO―kousya.or.jp/kouei/toei

●都営住宅入居者募集サイト

(2)その他の住宅の募集
●公社一般賃貸住宅………東京都住宅供給公社 公社住宅募集センター

●UR宴貸住宅………………独立行政法人 都市再生機本毒…………………………

a03-3409-2244
a0120-4司 封-363

〒1148508 北区王子本田丁1-45-22
北区役所第 2庁舎 2F8番窓口

電 話  03-3908-1523

募集期間 募集の内容 備  者

5月上旬 家族向・単身者向等 (才曲せん方式) 抽せん方式の募集

では、居室内で病

死等があつた住宅

も掲載する予定で

す。詳 しくは、各

募集時期に配布す

る募集案内でお確

かめください。

・申込書配布期間 (上・日・祝日を除く)に限り、東京
都住宅供給公社都営住宅募集センター、各窓ロセンタ
ー、都庁、区役所、市役所、町村役場で配布します。
また、同期間中公社ホームページからダウンロードす
ることもできます。

・募集の概要については、広報東京都 (毎月、第」□B醒

日に新間折込で配布)、 テレホンサービス、公社ホーム
ページ (募集月の前月下旬に掲載)でお知らせします。

8月 上匈
家族向 (ポイント方式)

単身者向・ シルバーピア (抽せん方式)

1¶ 月上匈 家族向・単身者向等 (抽せん方式)

2月上旬
家族向 (ポイントん式)

単身者向・シルバーピア (抽せんアj式 )

」KK東京 都営住宅 嗽 検索

都民住宅。その他の住宅のご案内

間しヽ合わせ先 住宅の種類 文」象世帯 募集時期等

東京都住宅供給公社 者B営住宅募集センター

〒150-8322 渋谷区神宮前5-53-67
コスモス青山3F ao3-3498-8894

東京都施行型 家族向 先香順募集
/ム`

社ホームページ、都営住宅募

集センターで申込みできます。

北区区営住宅受付担当
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